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邦銀における予想信用損失モデルに関する考察

岡　田　慎太郎　

【論文要旨】

　世界的な金融危機の反省を踏まえ、国際財務報告基準（IFRS）および米国

会計基準では金融資産の減損において予想信用損失モデルが採用されており、

現在日本においても導入に向けた議論が進められている。本稿では、日本の銀

行業のうちニューヨーク証券取引所にIFRSまたは米国会計基準にて上場して

いる３社（三菱UFJ、三井住友、みずほ）について、予想信用損失モデルと

日本基準による貸倒引当金残高の比較を行った。結果、３社の引当率の平均値

はいずれも予想信用損失モデルの方が日本基準より高く、予想信用損失モデル

では貸倒引当金の引当水準を押し上げる傾向が見られた。ただし、３社のうち

２社（三菱UFJとみずほ）については、予想信用損失モデルと日本基準の差

に縮小の傾向も見られた。金融検査マニュアル廃止により、現行の制度・手法

において将来予測情報の利用などによる調整が実施されており、ハイブリッド

的な運用が行なわれていると考えられる。

【キーワード】

　貸倒引当金、予想信用損失モデル、IFRS、米国会計基準、金融検査マニュ

アルの廃止

１．はじめに

　2000年代後半の世界的な金融危機の発生およびその拡大に対して、従来

の発生損失モデル１に基づく信用損失の認識および測定がプロシクリカリ

千葉経済論叢　第65号

１  従来のIFRSや米国会計基準では、減損の客観的な証拠などの認識基準（閾値）を満

たした場合に減損損失を認識することから、発生損失モデル（Incurred Loss Model）
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ティ（procyclicality）を引き起こし、深刻化の一因となったとの見方があ

る（Financial Stability Forum [2009] ; Financial Stability Board [2009]な

ど）。このような指摘に対応するため、国際会計基準審議会（International 

Accounting Standards Board：IASB） お よ び 米 国 財 務 会 計 基 準 審 議 会

（Financial Accounting Standards Board：FASB）では、国際財務報告基準

（International Financial Reporting Standards：IFRS）および米国会計基準

において予想信用損失モデルを開発し、金融資産の減損モデルとして採用した。

予想信用損失モデルでは、信用損失を認識するための閾値は排除され、マクロ

経済予測など将来予測情報を含む合理的で裏付け可能な情報に基づき信用損失

の見積りが算定されることから、発生損失モデルに比べて損失を早期に認識す

ることが期待される。

　日本基準では、債務者の財政状態及び経営成績に応じて債権を区分し、そ

の区分ごとに貸倒見積高を算定することとされている。企業会計基準委員会

（ASBJ）では、国際的な会計基準との整合性を図る取組みの一環として、予

想信用損失モデル導入の検討が進められている。日本の銀行業では、すべての

銀行において日本基準が適用されているが、株式会社三菱UFJフィナンシャ

ル・グループ、株式会社三井住友フィナンシャルグループ、株式会社みずほフィ

ナンシャルグループの３社については、ニューヨーク証券取引所の上場におい

てIFRSまたは米国会計基準に基づく財務諸表の開示も行われている。すなわ

ち、これら３社については日本基準による貸倒引当金に加え、IFRSまたは米

国会計基準での予想信用損失モデルによる信用損失（貸倒引当金）が開示され

ていることになる。

　本稿では、予想信用損失モデルと日本基準による貸倒引当金の算定方法につ

いて概観し、上記３社の予想信用損失モデルと日本基準による貸倒引当金を比

較することにより、邦銀における予想信用損失モデルについて考察する。

と呼ばれる。BCBS [2021] では、発生損失モデルの問題として損失認識の適時性の欠如

やばらつきなどを挙げている。
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２．予想信用損失モデルの概要

　2. 1.　IFRSと米国会計基準における適用

　IASBは、2014年７月にIFRS第９号「金融商品」（以下、IFRS９号）を公表し、

償却原価で測定される金融資産、その他包括利益を通じて公正価値で測定され

る金融資産などに対して、予想信用損失にて貸倒引当金２を認識することとし

た。IFRS９号では、当初認識以降の債務者の信用リスクの変動に応じて予想

信用損失の認識・測定を行う３ステージモデルが採用されている。IFRS第９

号における予想信用損失モデルはECL（Expected Credit Loss）モデルと呼ば

れ、2018年１月１日以後に開始する事業年度から適用となった。

　IASBとFASBは共同で金融資産の減損モデルを開発していた時期３もあっ

たが、最終的にFASBは米国内の市場関係者からのフィードバックに基づき、

IASBとは異なる予想信用損失モデルを開発することにした。FASBは、2016

年６月にASU第2016－13号「金融商品－信用損失（Topic326)：金融商品に関

する信用損失の測定」（以下、ASC326号）を公表し、償却原価で測定される金

融資産に対して予想信用損失にて貸倒引当金（Allowance for Credit Losses）

を認識することとした。ASC326号では、IFRS９号とは異なり当初認識時点の

信用リスクに関わらず、契約期間にわたり予想信用損失が認識・測定される。

ASC326号における予想信用損失モデルはCECL（Current Expected Credit 

Loss）モデルと呼ばれ、2020年１月１日以後に開始する事業年度から適用と

なった。

　IFRSと米国会計基準における予想信用損失モデルの主な差異は図表１の通

りである。根岸 [2019] はこの差異について、IFRS９号は当初認識時の予想損

失と当初認識以降の予想損失とを区別することで、金融資産の収益性を忠実に

表現するとの考え方に基づいているが、ASC326号は損失の遅延認識および閾

２  基準では損失評価引当金（Loss allowance）であるが、本稿では貸倒引当金と統一し

て使用する。
３  2011年５月～ 2012年７月にかけては、３バケット・モデルを共同で検討していた。
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値の多様性を解消することに関心が向けられ、金融資産の回収可能性を反映さ

せることが念頭に置かれていると整理している。

図表１　IFRSと米国会計基準における予想信用損失モデルの主な差異

 

出典：IFRS９号およびASC326号より筆者作成

　2. 2.　予想信用損失の算定方法

　予想信用損失の算定方法について、IFRSおよび米国会計基準では具体的な

手法は定められていないが、代表的な手法４として以下の算式５が挙げられる。

　　予想信用損失（ECL）

　　　　　　　　＝デフォルト確率（PD）×デフォルト時損失率（LGD）

　　　　　　　　×デフォルト時エクスポージャー（EAD）

　デフォルト確率（Probability of Default：PD）は、デフォルト（債務不履行）

の発生確率であり、マクロ経済予測などの将来予測情報が織り込まれる。デフォ

ルト時損失率（Loss Given Default：LGD）は、デフォルト時の損失率を表し、

デフォルトしたエクスポージャー（残高）に生じる損失額の割合となる。デフォ

４　EBA（European Banking Association）では欧州の銀行業のうちサンプルで選定し

た銀行について、IFRS９号の適用状況を調査し報告書として取りまとめている。当該

レポート（EBA [2023]）では、多くの銀行がPD･LGD･EAD法を用いていることが示

されている。また、ASC326号では様々な手法（DCF法、Loss-Rate法、Roll-Rate法、

PD法、年齢調べ（Aging Schedule）を用いた方法など）が示されている。
５　なお、当該算式は自己資本比率規制におけるリスクアセットの算定において、内部

格付手法（IRB）を適用した場合の信用リスクの計測に用いられる算式と同一の考え方

である。
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ルト時エクスポージャー（Exposure  At Default：EAD）は、デフォルト時

のエクスポージャーであり、返済額等も考慮される。予想信用損失は、債権単

位（貸出金単位）にこれら３つのファクターの掛け算により算出される。将来

予測情報には、マクロ経済指標（GDP成長率、失業率、住宅価格指数、消費

者物価指数）などが用いられており６、一般的には複数のシナリオを策定して、

それらの結果を確率加重平均することにより予想信用損失が計算される７。二

重作・本間・山下 [2019] では、ECL型引当金は貸倒損失の測定に用いるインプッ

ト情報の選定やモデルの構築の点で、IL型（発生損失型）に比べ、経営者の

裁量に依存する面が大きく、かつ測定における見積りの要素が大きいと指摘し

ている。BCBS [2021] においても、予想信用損失モデルでは予測方法や前提条

件など経営者の裁量の要素が大きくなることから、経営者のインセンティブや

ガバナンスが重要である点を指摘している。また、景気拡大や景気後退などの

局面においては、将来予測情報の変動などにより、予想信用損失の変動（ボラ

ティリティ）が大きくなり、結果的には与信関係費用（PL項目）を通じて当

期純利益の変動につながる可能性もある。Abad and Suarez [2018] は、発生

損失モデルと予想信用損失モデルが純利益や自己資本比率に与える影響につい

て比較しているが、その中において予想信用損失による貸倒引当金のボラティ

リティは、発生損失モデルによる場合より大きいことを示している。

３．日本基準における貸倒引当金の概要

　3. 1.　会計基準における設定

　企業会計原則注解18によると、引当金は「将来の特定の費用又は損失であっ

て、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金

６　EBA [2023]より抜粋。
７　IFRS9号では、予想信用損失について（1）将来予測情報（合理的で裏付け可能なもの）、

（2）偏りのない確率加重金額、（3）貨幣の時間価値を反映させなければならないと規定

している。
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額を合理的に見積もることができる場合」に認識できる。貸倒引当金につい

て、かつては税法が定める法定繰入率を用いて設定している企業が多くみられ

たが、1999年に企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」（以下、金

融商品会計基準）が公表され、貸倒引当金の算定方法が示されることとなった。

　金融商品会計基準では、債務者の財政状態及び経営成績に応じて一般債権、

貸倒懸念債権または破産更生債権等のいずれかに区分したうえで、それぞれの

区分に応じた債権の貸倒見積高の算定方法を定めている。具体的には、一般債

権については、債権の状況に応じて過去の貸倒実績率等合理的な基準により算

定される。貸倒懸念債権については、債権の状況により担保や保証による回収

見込額を減額した残額のうち債務者の状況を加味した金額、またはキャッシュ・

フローの割引現在価値により算定され、破産更生債権等については、担保や保

証による回収見込み額を減額した残額が貸倒見積高となる。

　3. 2.　銀行業における制度的枠組み８ 

　金融機関に対しては、1998年４月に早期是正措置制度９が導入され、資産の

自己査定と償却・引当の制度が整備された。それに先立ち、日本公認会計士協

会は銀行等監査特別委員会報告第４号「銀行等金融機関の資産の自己査定に係

る内部統制の検証並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」（以

下、委員会報告第４号）を公表し、債務者を正常先、要注意先、破綻懸念先、

実質破綻先、 破綻先の５つの債務者区分に区分することを示した。金融監督庁

（現、金融庁）では金融検査マニュアルを策定し、金融機関の償却・引当の適

切性を検証してきた。同マニュアルでは、委員会報告第4号と同様の区分を示

したうえで、債権の回収の危険性や価値の毀損の危険性の度合いに応じて貸倒

償却または貸倒引当金を計上する枠組みを示した（図表２参照）。

８　詳細は銀行経理問題研究会 [2016]、梅澤 [2015]、佐藤 [2007] などを参照。
９　金融機関の経営の健全性を確保するために自己資本比率が一定の水準を下回った場

合、予め定めた是正措置命令を発動する制度。
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図表２　債務者区分と貸倒引当金の設定

 

出典：銀行経理問題研究会 [2016] より筆者作成

　貸倒実績率又は倒産確率による貸倒引当金の算定に際しては、今後の一定期

間における予想損失額を見込んで算定が行われる。委員会報告第４号では、予

想損失額を見込む一定期間（損失見込期間）について、貸出金等の平均残存期

間が妥当とした上で、正常先債権については今後１年間、要注意先債権のうち

要管理先債権については今後３年間、その他の要注意先については今後１年間

の予想損失額を見込んでいる場合には、監査上妥当なものとして認めている。

このように日本においては、各銀行の裁量の余地が少ない一律の基準が整備さ

れ、監督当局による検査が行われてきた。

　3. 3.　金融検査マニュアル廃止による変化

　2019年に金融検査マニュアルは廃止され、金融庁は同時に「検査マニュアル

廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」（以後、融資DP）を公表

した。融資DPでは、金融検査マニュアルが長年運用される中で、過去の実績

に限られない情報から将来を見通して引当を見積る取組みが制約された点や、

債務者の実態よりも形式を重視する債務者区分がなされる傾向が生じた点等を

問題点として挙げている。ただし、融資DPでは現行の金融検査マニュアルに

基づく実務を否定するのではなく、現在の債務者区分を出発点に信用リスクを
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より的確に貸倒引当金に反映するための基本的な考え方や検査・監督の視点を

示している。具体的には、一般貸倒引当金の見積りについて、リスク特性に応

じて債権のグルーピングを行い、過去実績に加えて内部や外部の将来予測情報

を引当に反映することなどが示されている。

　当該文書を受け、各銀行では基本的には金融検査マニュアルの枠組みを維持

しつつも、融資ポートフォリオの特性等を踏まえて引当方法を見直す動きが始

まっている。金融庁ではこのような動きに対して、財務諸表の比較可能性を

確保する観点から、銀行業の引当開示の在り方に関する勉強会を開催してお

り、特徴的な開示事例10等を公表している。当該資料（金融庁 [2022a]、金融

庁 [2022b]）では、債務者区分の細分化や債務者区分以外のグルーピング、損

失見込み期間の延長（従来１年または３年であったものを、残存期間に変更）、

新型コロナウィルスやロシア・ウクライナ情勢を踏まえた追加計上、将来予測

情報を活用した引当方法の採用、などの事例が示されている。

　本来、金融検査マニュアルに基づく貸倒引当金設定においては、一般貸倒引

当金について過去実績に基づく損失率に対し、将来見込み等の修正を行うこと

が示されており、会計制度委員会報告第14号「金融商品会計に関する実務指針」

においても「企業の債権に影響を与える外部環境等の変化により、過去に有し

ていた債権の信用リスクと著しく異なる場合には、過去の貸倒実績率を補正す

ることが必要」とされている。したがって、従来から一般貸倒引当金において将

来予測を引当に反映させることは可能であったが、監督当局による検査手法等

を受け多くの銀行において過去の貸倒実績をベースとした一律的な運営が行わ

れてきた。融資ＤＰにおいて外部や内部の環境変化に対して将来情報を引当に

反映させること等の考え方が示され、現行の制度・手法においても、予想信用損

失の考え方を取り込むことが可能であることが改めて示されたと整理できる11。

10　開示項目としては、「貸倒引当金の計上基準」に加え、「重要な会計上の見積り」に

おいて追加開示が見られている。
11　企業会計基準委員会における金融商品に関する会計基準のプロジェクト資料（企業
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４．予想信用損失モデルと日本基準による貸倒引当金の比較

　4. 1.　対象銀行とデータ

　今回の比較では、日本の銀行業のうち日本基準に加え、ニューヨーク証券取

引所上場においてIFRSまたは米国会計基準による財務諸表を開示している以

下の３社を対象とした。

図表３　対象銀行

 

　今回の対象銀行３社について、日本基準による財務諸表の開示は四半期毎

となるが、ニューヨーク証券取引所における財務諸表の開示は、中間期（6-K）

および通期（20-F）の年２回12である。したがって、今回の対象期間は３社が予

想信用損失モデルの適用を開始した2020/09期から2023/09期までの７期とし

た13。データソースは、日本基準については各社の有価証券報告書より取得し、

IFRSおよび米国会計基準は6-Kまたは20-Fより取得した。貸倒引当金の対象

となる貸出金については、IFRSではLoans and Advances、米国会計基準では、

Loans, net of unearned income, unamortized premiums and deferred loan 

feesの金額を用いた。日本基準では、貸出金、外国為替、支払承諾見返の合計

額とした。収集したデータは章末のAppendixに記載している。

会計基準委員会 [2021]）では、現行の日本基準について発生損失モデルを使用している

か予想信用損失モデルを使用しているかは明示されていないとしている。
12　米国外発行体（FPI：Foreign Private Issuer）の条件に該当すると、四半期報告は

免除される。また、中間期は会計監査人による監査は求められておらずレビューとなる。
13　三井住友については、2018/09期から2020/03期までのデータも参考情報として収集

した。

※ニューヨーク証券取引所上場において適用される会計基準
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　4. 2.　比較結果

　今回の比較では、貸倒引当金の対象となる貸出金の範囲が適用される会計基

準により異なることから、貸出金に対する貸倒引当金の割合（引当率）を用い

ることにした。最初に予想信用損失モデルと日本基準による引当率の対象期間

における平均値と標準偏差について比較する（図表４）。

図表４　引当率の平均値と標準偏差

 

　引当率の平均値について、３社いずれも予想信用損失モデルの方が日本基準

より高かった。３社を比較すると、引当率は予想信用損失モデル、日本基準と

もに三菱UFJが三井住友やみずほに比べると高く、引当率の差では三菱UFJ

と三井住友に比べ、みずほは小さい傾向が見られた14。引当率の差について検

定を行ったところ、３社ともに概ね有意な差があることが確認15された。予想

信用損失モデルにおけるステージ１債権について、IFRSでは12か月の予想損

失が認識されるのに対し、米国会計基準では全期間の予想損失が認識される。

したがって、米国会計基準の方がIFRSよりも予想信用損失が大きく測定され

ることが考えられるが、今回の比較においてはそのような傾向は見られなかっ

た。対象期間における貸倒引当金のボラティリティを表す標準偏差については、

14　なお、日本の銀行業（３社を除く）の対象期間における引当率の平均値は0.685であり、

三井住友、みずほはほぼ同水準、三菱UFJが高い傾向にある。
15　ｔ検定およびWilcoxson順位和検定を実施したところ、ｔ値（ｚ値）は三菱UFJが3.100

（2.619）､三井住友が5.779（3.003）､みずほが2.052（2.236）であった。
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３社いずれも差は小さく、三菱UFJでは予想信用損失モデルの方が高く、三

井住友とみずほでは日本基準の方が高かった16 。

　次に、予想信用損失モデルと日本基準の引当率の対象期間における推移につ

いて比較する（図表５）。

図表５　引当率の推移

 

　今回の対象期間においては、新型コロナウィルスの感染拡大等による経済状

況悪化の影響を受け、３社いずれも2022/03期にかけて引当率は上昇しその後

低下する傾向が見られた。ただし、三菱UFJについては、2023/03期において

日本基準による貸倒引当金が予想信用損失モデルに比べて増加したことにより

予想信用損失モデルと日本基準の引当率の差が縮小し、2023/09期では日本基

準が予想信用損失モデルを上回っていた17。みずほについては、対象期間を通

じて概ね日本基準による貸倒引当金が予想信用損失モデルに比べて増加してお

り、予想信用損失モデルと日本基準の引当率の差に縮小の傾向が見られた。他

16　三井住友については2018年度より予想信用損失モデルを適用しているため、当該期

間も含めた平均値と標準偏差についても確認を行ったが異なる点はなかった。
17　三菱UFJでは、米国会計基準が適用された在外子会社について予想信用損失モデル

による貸倒引当金が計上されており、同社全体の貸倒引当金の約３割から４割を占めて

いる。当該貸倒引当金残高の変動による影響も考えられる。
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方、三井住友については予想信用損失モデルと日本基準の引当率の差に縮小の

傾向は見られなかった。各社の財務諸表（日本基準）の注記事項を確認すると、

３社いずれも新型コロナウィルス感染拡大やロシア・ウクライナ情勢などによ

る経済環境の変化を踏まえ、従来の手法に対して将来予測情報の利用などの調

整が実施されていた（図表６）。

図表６　引 当 開 示 内 容の例

 

　4. 3.　結果の考察

　比較の結果、３社の引当率の平均値はいずれも予想信用損失モデルの方が日

本基準より高く、概ね有意な差が見られた。ボラティリティを表す標準偏差に

ついては、３社いずれも予想信用損失モデルと日本基準に大きな違いは見られ

なかった。ただし、３社のうち２社（三菱UFJとみずほ）については、予想

信用損失モデルと日本基準の引当金の差に縮小の傾向も見られた。日本基準に

おいて将来予測情報の利用などによる調整が実施された結果、予想信用損失モ



邦銀における予想信用損失モデルに関する考察　岡田

－49－

デルの引当水準に近づいたことが考えらえる18。ただし、同様に調整を実施し

ている三井住友については縮小の傾向は見られなかった。この理由としては、

採用されている会計基準の違い、融資ポートフォリオの違い、日本基準におけ

る将来予測情報の取り込み手法の違いなどが考えられるが、開示内容からは解

明することはできなかった。各社が自社の融資ポートフォリオの特性等に基づ

き引当方法を検討することは望ましい方向であるが、一方で予想信用損失の算

定に際しては、見積りの要素が大きく経営者の裁量の幅も広がる。財務情報の

信頼性や比較可能性の観点からは、開示内容の拡充が必要である。

　なお、今回の比較では対象銀行が３社と少ないことから単純な数字の比較に

留まり、統計的な分析は十分に実施できていない。また、対象銀行はすべて資

産規模の大きいメガバンクであり、日本の銀行業全体では偏りのあるサンプル

となっている点に留意が必要である。

５．おわりに

　本稿では、日本の銀行業のうちニューヨーク証券取引所への上場している３

社（三菱UFJ、三井住友、みずほ）について、予想信用損失モデルと日本基

準による貸倒引当金残高を比較することにより、邦銀における予想信用損失モ

デルについて考察することを目的とした。比較を行った結果、貸倒引当金の引

当率について予想信用損失モデルの方が日本基準より高く、予想信用損失モデ

ルでは貸倒引当金の引当水準を引き上げる傾向が見られた。ただし、３社のう

ち２社（三菱UFJとみずほ）ではその差に縮小の傾向も見られた。現行の制度・

手法において将来予測情報等の利用による調整が実施されており、ハイブリッ

ド的な運用が行われていると考えられる。

　現在ASBJでは、日本基準において予想信用損失モデルの導入に向けたプロ

ジェクトが進められている。当該プロジェクトでは、６つのステップに分けて

18　当該期間において、予想信用損失モデルで使用されるマクロ経済指標が安定してい

たことも理由として考えられる。
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議論が進められており、ステップ２では国際的な比較可能性を確保することを

重視し、IFRS 9 号を適用した場合と同じ実務及び結果となる基準を目指して

いる。また、ステップ４では実務負担19を考えた簡便的な手法の導入も検討さ

れている。今回の検証はメガバンク３社と限られたサンプルではあるものの、

日本の銀行業における予想信用損失モデルの適用に向けた議論において参考と

なる情報を示すことができたと考えている。
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